
  
 

  令和７年６月２５日 

国土交通省関東運輸局 

 

 

 

 

 

 

 下記のとおり、一般貨物自動車運送事業者に対し、令和７年６月２５日付けで、

貨物自動車運送事業法第３３条の規定に基づく同法第３条の許可の取消し処分を

行いましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．処分対象事業者 

事業者名：日本郵便株式会社 

住  所：東京都千代田区大手町２－３－１ 

代 表 者：千田 哲也 

 

２．処分内容 

  一般貨物自動車運送事業の許可の取消し（別紙のとおり） 

 

３．処分日 

  令和７年６月２５日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

日本郵便株式会社に対する一般貨物自動車運送事業の許可の取消し処分について 

【問い合わせ先】 

 

（関東運輸局が実施した監査に関する問い合わせ） 

関東運輸局自動車監査指導部 

ＴＥＬ：０４５－２１１－７２４９ 

担 当：髙木、平野 

（その他に関する問い合わせ） 

                国土交通省物流・自動車局安全政策課 

                 ＴＥＬ：０３－５２５３－８１１１ 

                      （内線：４１－６３２） 

                      担 当：谷合、林、西山 

 

【配布先】 

横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、物流専門紙 



関自監貨第１００号

一般貨物自動車運送事業の経営許可の取消しについて

日本郵便株式会社
代表取締役社長 千 田 哲 也 殿

貴社経営の一般貨物自動車運送事業の運営について監査を実施したところ、下記
のとおり、貨物自動車運送事業法等関係法令の規定に違反する事実が確認された。
今回の行政処分により､累積違反点数が８１点以上となったため、｢貨物自動車運

送事業者に対する行政処分等の基準について｣（平成２１年９月３０日付け関東運
輸局長公示）の６に定めるところによる｢許可の取消処分｣に該当することから、貨
物自動車運送事業法第３３条の規定に基づき、令和７年６月２５日をもって、同法
第３条の一般貨物自動車運送事業の許可を取り消す。
なお、翌日以降に一般貨物自動車運送事業を経営している事実が認められた場合

には、貨物自動車運送事業法第３条に違反する無許可経営として、警察機関に告発
する等の措置を講ずることがあるので了知されたい。
また､本処分により、貨物自動車運送事業法第５条の規定による欠格事由に該当

する者は、取消しの日から５年を経過するまで、同法第３条の許可を受けることが
できないこととなるので併せて了知されたい。

記

違反事実

別添のとおり

令和７年６月２５日

関東運輸局長 藤 田 礼 子

（行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示）

この処分に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、この処分があったこと
を知った日の翌日から起算して３か月以内に書面で国土交通大臣に対し審査請求を
することができます。
また、行政事件訴訟法に基づき、不服申し立ての手続きを経ずに、処分があった

ことを知った日から６か月以内に国を被告として処分の取消しの訴えを提起するこ
とができます。なお、訴訟においては国を代表する者は法務大臣となります。（処
分があったことを知った日から６か月以内であっても、処分の日から１年を経過し
た場合には、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）

関 東 運 輸 局

別紙



別添

不利益処分の原因となる累積点数

１３点 新宿郵便局 ６点 １１点

１０点 豊島郵便局 １３点 ６点

６点 芝郵便局 ６点 ６点

６点 渋谷郵便局 ６点 ６点

９点 立川郵便局 ６点 ６点

６点 １０点 ６点

６点 新東京郵便局 １２点

６点 神奈川郵便局 ６点

６点 宇都宮中央郵便局 ６点

１１点 鹿嶋郵便局 ６点

※営業所ごとの違反事実及び処分日車数は別紙①～㉖のとおり

備考（本紙及び別紙に係るもの）

①「累積点数」については、本通知日における違反点数の累計である。
②「処分日車数」については、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（平
成２１年９月３０日付け関東運輸局長公示、以下「処分基準」という。）記２に定めるところによ
り算出したものである。
③「基準日車等」については、処分基準及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき
違反行為及び日車数等について」（平成２１年９月３０日付け関東運輸局長公示）によるものであ
る。

「処分基準」（抜粋）
３　違反点数制度
（１）２（２）及び（３）による処分日車数１０日車までごとに１点とする違反点数を付すものと
する。

６　許可の取消処分
（１）許可の取消処分は、原則として、次の①から⑪までのいずれかに該当することとなった場合
に行うものとする。
　　②　違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累積点数が８１点以上となった場合

中野郵便局

麹町郵便局

葛飾郵便局

深川郵便局

累積点数 １９７点

浅草郵便局 水戸中央郵便局

足立郵便局 茂原郵便局

品川郵便局
にほんばし
蔵前郵便局

千葉中央郵便局

高輪郵便局 筑波学園郵便局

王子郵便局　 那珂郵便局

板橋北郵便局　 土浦郵便局



別紙①

（

番号

処分日車数 １２３日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

　点呼を実施していないものがあったこと。 ６３日車 未実施２０件以
上
（１日車×６３
件）
（注１）適用

【未実施件数１５４件中９８件】
【点呼回数１００回に対する未実施件数６３件】
【一部実施不適切】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ４ 月 ２ ５ 日 に行った監査時における高輪郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙②

（

番号

処分日車数 ９４日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

　点呼を実施していないものがあったこと。 ３４日車 未実施２０件以
上
（１日車×３４
件）
（注１）適用

【未実施件数４８件中３４件】
【一部実施不適切】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 ９ 日 に行った監査時における王子郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙③

（

番号

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 ９ 日 に行った監査時における板橋北郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用

1

　点呼を実施していないものがあったこと。 警告 未実施１９件以
下
（注１）適用【未実施件数１６０件中１４件】

【点呼回数１００回に対する未実施件数８件】
【一部実施不適切】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

処分日車数 ６０日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。



別紙④

（

番号

処分日車数 ６０日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

　点呼を実施していないものがあったこと。 警告 未実施１９件以
下

【未実施件数１３０件中１７件】
【点呼回数１００回に対する未実施件数１３件】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 ９ 日 に行った監査時における浅草郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙⑤

（

番号

処分日車数 ８６日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

　点呼を実施していないものがあったこと。 ２６日車 未実施２０件以
上
（１日車×２６
件）

【未実施件数８６件中２６件】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 ９ 日 に行った監査時における足立郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙⑥

（

番号

処分日車数 ６０日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

　点呼を実施していないものがあったこと。 警告 未実施１９件以
下
（注１）適用【未実施件数６４件中９件】

【一部実施不適切】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 ９ 日
及 び 同 年 同 月 ２ １ 日

に行った監査時における品川郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙⑦

（

番号

処分日車数 ６０日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

　点呼を実施していないものがあったこと。 警告 未実施１９件以
下

【未実施件数２６件中１３件】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 ９ 日 に行った監査時における中野郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙⑧

（

番号

処分日車数 ６０日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

　点呼の実施が不適切であったこと。 警告 一部実施不適切

【一部実施不適切】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 ９ 日 に行った監査時における麹町郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙⑨

（

番号

処分日車数 ６０日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

　点呼の実施が不適切であったこと。 警告 一部実施不適切

【一部実施不適切】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 ９ 日 に行った監査時における葛飾郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙⑩

（

番号

処分日車数 １１０日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

　点呼を実施していないものがあったこと。 ５０日車 未実施２０件以
上
（１日車×５０
件）

【未実施件数１３２件中６６件】
【点呼回数１００回に対する未実施件数５０件】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 ２ １ 日 に行った監査時における深川郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙⑪

（

番号

処分日車数 ６０日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

　点呼を実施していないものがあったこと。 警告 未実施１９件以
下
（注１）適用【未実施件数１９０件中３７件】

【点呼回数１００回に対する未実施件数１９件】
【一部実施不適切】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 ２ １ 日 に行った監査時における新宿郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙⑫

（

番号

処分日車数 １２１日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

　点呼を実施していないものがあったこと。 ６１日車 未実施２０件以
上
（１日車×６１
件）

【未実施件数１００件中６１件】
【点呼回数１００回に対する未実施件数６１件】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 ２ １ 日 に行った監査時における豊島郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙⑬

（

番号

処分日車数 ６０日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

　点呼を実施していないものがあったこと。 警告 未実施１９件以
下
（注１）適用【未実施件数１０８件中４件】

【点呼回数１００回に対する未実施件数３件】
【一部実施不適切】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 ２ １ 日 に行った監査時における芝郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙⑭

（

番号

処分日車数 ６０日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

  点呼の実施が不適切であったこと。 警告 一部実施不適切

【一部実施不適切】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 ２ １ 日 に行った監査時における渋谷郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙⑮

（

番号

処分日車数 ６０日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

　点呼を実施していないものがあったこと。 警告 未実施１９件以
下

【未実施件数１６０件中１３件】
【点呼回数１００回に対する未実施件数８件】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 ２ １ 日 に行った監査時における立川郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙⑯

（

番号

処分日車数 ９５日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

　点呼を実施していないものがあったこと。 ３５日車 未実施２０件以
上
（１日車×３５
件）

【未実施件数１３０件中４６件】
【点呼回数１００回に対する未実施件数３５件】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 ２ １ 日 に行った監査時におけるにほんばし蔵前郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙⑰

（

番号

処分日車数 １１２日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

　点呼を実施していないものがあったこと。 ５２日車 未実施２０件以
上
（１日車×５２
件）
（注１）適用

【未実施件数１３０件中６８件】
【点呼回数１００回に対する未実施件数５２件】
【一部実施不適切】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 ２ １ 日 に行った監査時における新東京郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙⑱

（

番号

処分日車数 ６０日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

　点呼の実施が不適切であったこと。 警告 一部実施不適切

【一部実施不適切】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 ９ 日 に行った監査時における神奈川郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙⑲

（

番号

処分日車数 ６０日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

　点呼の実施が不適切であったこと。 警告 一部実施不適切

【一部実施不適切】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 ９ 日 に行った監査時における宇都宮中央郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙⑳

（

番号

処分日車数 ６０日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

　点呼を実施していないものがあったこと。 警告 未実施１９件以
下
（注１）適用【未実施件数１８２件中１件】

【点呼回数１００回に対する未実施件数０．５件】
【一部実施不適切】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 １ ４ 日 に行った監査時における鹿嶋郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙㉑

（

番号

処分日車数 １１０日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

　点呼を実施していないものがあったこと。 ５０日車 未実施２０件以
上
（１日車×５０
件）
（注１）適用

【未実施件数２２２件中１１１件】
【点呼回数１００回に対する未実施件数５０件】
【一部実施不適切】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 １ ４ 日 に行った監査時における筑波学園郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙㉒

（

番号

処分日車数 ６０日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

　点呼の実施が不適切であったこと。 警告 一部実施不適切

【一部実施不適切】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 １ ４ 日 に行った監査時における那珂郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙㉓

（

番号

処分日車数 ６０日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

  点呼の実施が不適切であったこと。 警告 一部実施不適切

【一部実施不適切】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 １ ５ 日 に行った監査時における土浦郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙㉔

（

番号

処分日車数 ６０日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

　点呼を実施していないものがあったこと。 警告 未実施１９件以
下
（注１）適用【未実施件数２４４件中９件】

【点呼回数１００回に対する未実施件数３件】
【一部実施不適切】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 １ ５ 日 に行った監査時における水戸中央郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用



別紙㉕

（

番号

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 １ ６ 日 に行った監査時における茂原郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用

1

　点呼を実施していないものがあったこと。 警告 未実施１９件以
下
（注１）適用【未実施件数２６４件中４７件】

【点呼回数１００回に対する未実施件数１７件】
【一部実施不適切】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

処分日車数 ６０日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。



別紙㉖

（

番号

処分日車数 ６０日車

※貨物自動車運送事業法は、令和７年４月１日施行以前の条文にて記載している。

2

　点呼の実施結果の記録に不実記載をしていたものがあった
こと。

６０日車 記録の不実記載

【記録の不実記載】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

1

  点呼の実施が不適切であったこと。 警告 一部実施不適切

【一部実施不適切】

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

不利益処分の原因となる事実及び「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為
及び日車数等について」に基づく処分日車数

令 和 ７ 年 ５ 月 １ ６ 日 に行った監査時における千葉中央郵便局に係るもの　）

不利益処分の原因となる事実
（適　　　用　　　条　　　項）

基準日車等 適　　用


